
 

 

事前申込不要・参加費無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12回 人権シンポ in かながわ 

最高裁判所と 

選択的夫婦別姓 
    ―現状の課題と今後の展望― 

 
「結婚しても氏を変えたくない」という当事者の思いに、最高裁はなぜ答えて

くれないのでしょうか。婚姻に際して約９５％の夫婦で女性が改姓している

歴史的、社会的背景や、男女平等を実現するために必要なことについて、こ

の問題に取り組んできたパネリストの方々と一緒に考えたいと思います。 

日時 11 月 4 日(月・祝日) 午前 10 時開演 

（９時３０分開場） 

会場 横浜市開港記念会館講堂 定員 480 名 

〒231-0005横浜市中区本町 1 丁目 6 番地 

    オンライン参加も可能です。 
参加を希望される方は当日時間に なりましたら、次の Zoom ウ

ェビナーU R L又はQ Rコードからご参加ください。 

https://us06web.zoom.us/j/87080227161?pwd=v

0vsCbaHFOGFDMTmY4vXMqbbHotp1t.1 

  

 

【第１部 基調講演：10時～10時 50分】 

講師 櫻井龍子さん 
労働省局長をつとめ、2008 年から 2017 年まで最高裁判所判

事。2015 年の第１次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決において、

違憲の意見を述べた。 

【第 2部 パネルディスカッション：11時～12時】 

パネリスト 櫻井龍子さん 元最高裁判所判事 

大山みこさん 
経団連 ソーシャル・コミュニケーション本部統括主幹 

CATCHY 代表・2024 年に「生まれ持った姓を戸籍上の姓

として名乗り続けることができる制度の実現」を含む経団連

の提言「選択肢のある社会の実現を目指して」の起草にかか

わった。 

        寺原真希子さん 
           2011年より選択的夫婦別姓訴訟弁護団（2022年より弁 

護団長）。現在、第 3次選択的夫婦別姓訴訟に取り組む。 

        黒川とう子さん・根津充さん 
          第 3次選択的夫婦別姓訴訟原告当事者 

主 催：神奈川県弁護士会 

（問合せ） ☎045-211-7705（平日 9～12 時、13～17 時） 
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【講師・パネリスト紹介】 

 

【櫻井龍子さん】 
1970 年労働省入省。1992 年育児休業法の制定に携わり、1998 年労働省局長。2001 年内閣府情

報公開審査会委員（部会長）。2008 年最高裁判所判事に就任。2015年の第 1 次選択的夫婦別姓訴

訟判決において、違憲の意見を述べる。2017 年最高裁判所判事退官。現在、日本カメラ財団理事長。 
  

【大山みこさん】  
経団連 ソーシャル・コミュニケーション本部統括主幹/CATCHY 代表。経団連にて、女性のエンパワ

ーメントをはじめとする DEI の推進、海外投資家とのエンゲージメント、政治との連携強化など、幅

広い分野において政策決定プロセスに従事し、女性初の会長政策秘書としても各界との調整にあたる。

法務省 法制審議会家族法制部会、内閣府男女共同参画推進連携会議委員など公職も務める。慶應義塾

大学大学院（経済学修士）、コロンビア大学大学院（行政学修士）修了。  
 

【寺原真希子さん】 
弁護士。東京大学法学部を卒業後、長島・大野・常松法律事務所等の都内法律事務所勤務、NY 大学ロ

ースクール留学、2010年より弁護士法人東京表参道法律会計事務所共同代表。2011 年より選択的

夫婦別姓訴訟弁護団（2022 年より弁護団長）。2019 年より「結婚の自由をすべての人に」訴訟東

京弁護団共同代表及び公益社団法人 Marriage For All Japan 代表理事。著書として、「夫婦同姓・

別姓を選べる社会へ - わかりやすい Q&A から訴訟の裏側まで」（恒春閣 2022 年）、「選択的夫

婦別姓 これからの結婚のために考える、名前の問題」（岩波書店 2024 年）など。 
 

【黒川とう子さん・根津充さん】 
第３次選択的夫婦別姓訴訟の原告当事者。第 3次選択的夫婦別姓訴訟原告。2007 年末に事実婚を

始めて 17 年の夫婦。中学生の子どもを子育て中。法律婚によって、長年ともに生きてきた名前を失

いたくなく、また相手にもそのような思いをさせたくないという理由から、事実婚を選択している。 

 

【プログラム】 

【時間】10 時 00 分（9 時 30 分開場） 

【場所】横浜市開港記念会館 講堂（定員 48０名） 

    ★オンライン参加もあります。 
 

  ◆第１部 10 時～10 時 50 分 

基調講演 

    「最高裁判所と選択的夫婦別姓 

～現状の課題と今後の展望」 

講師 櫻井龍子さん 
（元最高裁判所判事） 

             （休憩 10分） 

 ◆第 2 部 11 時～12 時 

     パネルディスカッション 
     

会場案内図（横浜市開港記念会館の場所）

 

★オンライン参加の方は、下記アドレスまたは QR コードからご参加ください。 

https://us06web.zoom.us/j/87080227161?pwd=v0vsCbaHFOGFDMTmY4vXMqbbHotp1t.1 

★最新情報は神奈川県弁護士会ホームページでご確認ください。 

https://www.kanaben.or.jp/news/event/2024/sympo2024.html 

 

 


